
















三浦商工会議所会員事業所限定サービス 



046-881-5111 
三浦商工会議所 担当宛 

　タイミーのサービスに興味をお持ちでしたら、  
まずはお気軽に右記フォームより資料請求ください。  
※右記フォーム以外で申し込まれた方はキャンペーンの適用外です 



  
三浦商工会議所及びまぐろ未病改善効果研究会では、「茜身取扱認証制度」の運用により、

流通の各段階における「茜身」の適切な取り扱いを図り、『抗酸化力を維持した状態で消費者

に届ける』＝『「茜身」の提供体制の構築』を目指し取組を進めているところです。 

昨年度「飲食店」の認証を開始し、今年度はいよいよ「卸・加工業者」の認証がスタート 

いたします。つきましては、第一回目の講習会を下記のとおり開催いたします。認証を受ける

ために必須の講習会となりますので、認証を希望される事業者の方は、万障お繰り合わせの上

ご参加くださいますようお願い致します。受講された方には、「修了証」を発行いたします。 

※認証の流れ：茜身取扱事業者講習会受講 → 認証申請 → 工場検査（設備等） → 認証 

【開催日時】 (1)令和７年10月23日（木）１５時００分～１６時３0分  

             (2)令和７年10月24日（金）１５時００分～１６時３0分 

【会  場】 三浦商工会議所４階会議室  

【対 象 者】 商工会議所会員の茜身取扱 卸・加工業者 

※認証を受けるには①－５0℃以下の冷凍庫の所有、②冷凍マグロの取扱実績5年 

以上、③加工を行っていること（委託生産、裁割含む）等が必須となります。  

詳しくはお問合せください。 

【定  員】 ２0名（参加費無料） 

【内   容 】 ・茜身について（基礎知識、特徴、機能性）  

・茜身を提供するにあたって（特許、商標、関係法令とＰＲ） 

【講   師】 神奈川県水産技術センター 企画研究部企画指導課 主任研究員 原田 穣 氏 

【主   催 】 三浦商工会議所・まぐろ未病改善効果研究会  

【お問合せ・申込】 三浦商工会議所中小企業相談所 湊・井本 

Tel 046-881-5111 ／ Fax 046-881-3346 

e-ｍail miuraccikosyukai＠gmail.com 

※下記申込書にご記入の上、切り取らずＦＡＸ又はメールにて10月20日（月）迄にお申込み下さい  

「茜身取扱事業者講習会」参加申込書 

参加希望 ＊いずれかに○
 (1) 10 月 23 日（木） ・ (2) 10 月 24 日（金）  

事業所名  所在地  

参加者①  参加者②  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

※申込書に記入された情報は、当事業の実施・運営にのみ利用し、他に利用することはございません。 



事業所名 お電話

住所

FAX E-mail

氏　名 氏　名

先輩社員座談会
参加者にとって貴重な学びの場で、経験豊富
な先輩社員が成功と失敗を共有します。

50受講無料 定
員 名

14:00-16:00

お問い合わせ 三浦労働基準協会 046-881-5111

FAX.046-881-3346

申　込　書

人材定着のための仕組づくり2025年10月28日 (火)開催

miuraccikosyukai@gmail.com

2025.10.28（火）

労務
管理講座

会場 三浦商工会議所 三浦市三崎3-12-19
申込 三浦労働基準協会　fax046-881-3346　　　　　　　　　　　　

　e-mail　miuraccikosyukai@gmail.com
主催　三浦労働基準協会・三浦商工会議所

　人材定着のための
　　　　仕組みづくり

～トラブル回避のための雇用契約と労務管理　～

第１部　14:00〜

改正労働法について
講師：横須賀労働基準監督署　担当官

人材定着のための仕組づくり
～　トラブル回避のための
　　　　　　雇用契約と労務管理　～

採用してもすぐに辞めてしまう…
社員とのトラブルが増えてきた…

そんなお悩みはありませんか？
人手不足が深刻化する今、「人材の定着」は企業にとって大きな
課題です。 また雇用契約の不備や日常的な労務管理のミスが、
労使トラブルや法的リスクに直結することも。
本講座では、

人が辞めない職場を作るための組織と制度の整え方
トラブル回避のための雇用契約の結び方とNG事例
労務リスクを最小限にする日常の労務管理のポイント
最新の法改正や社会動向を踏まえた実践的な対応策

など、中小企業でも今日からできる「仕組みづくり」を実践的
に解説します。安心して働ける職場環境と長く働きたいと思わ
れる組織を目指しましょう！

（仮題）

第２部　15:00〜

講師：神奈川働き方改革推進支援センター
　　　社会保険労務士・産業カウンセラー
　　　　　　　　　　　桐生　英美　氏



中小企業のための中小企業のための

採用難/教育コスト増/情報発信力不足を打破する一手！

求人を出してもなかなか応募がこない

新人教育に手間も時間もかかる 実際に動画をつくってみたい

SNSを活用してみたいがやり方がわからない

携帯電話を有効に活用したい

こんなお悩みはありませんか？

他社事例を知りたい

中小企業の課題を動画で解決する、実践的セミナーを開催致します。事例を交えながら、動画の活用
法や成功のポイントをわかりやすく解説。後半は実際にスマホを使って動画制作も体験いただきます。

参加
無料

三浦商工会議所 ４階会議室
（三浦市三崎3-12-19）

10/29（水） 14時～

E-mail miuraccikosyukai@miura-cci.com
で申し込むか、下記に必要事項を記入の上、FAXにて。
お電話でのお問い合わせは
三浦商工会議所 046-881-5111

事業者名

FAX 046-881-3346

JCOM株式会社
地域ソリューション
東日本営業部 部⾧

畠 直樹
はた なおき

登 壇 者

ご予約

事前
ご予約制30名14

（水）10/29

日 時

お申込み
方法

主 催

氏名

TEL FAX

【保有資格】
中小企業診断士
１級ファイナンシャル・
プランニング技能士



返信 FAX 046-881-3346   

（回答フォーム） 

『三浦商工会議所景気動向調査(R７.７～９月期)』にご協力下さい！ 

 当所では地域の業況を把握するため、四半期に一度、景気動向調査を実施しております。
ご多用のところ恐縮ですが 10 月24日（金）迄に FAX もしくは当所 HP の回答フォーム（下
記 QR コード）よりご回答くださいますようお願い致します。 

貴社(店)の業種は？（1 つ）  建設 製造 卸売 小売 飲食 サービス（運送） その他 

以下の設問につき、該当するものに〇印願います。なお、良い・悪い（増加・減少）は

10％以上、やや良い・やや悪い（増加・減少）は 5％を目安としてください。 

Ａ 令和７年７～９月の業況感（売上）についてお伺いいたします 

  前期（R7.４～６月）比較 （ ①良い ②やや良い ③不変 ④やや悪い ⑤悪い ） 

  次期（R7.10～12 月）見通 （ ①良い ②やや良い ③不変 ④やや悪い ⑤悪い ） 

Ｂ 令和 7 年７～９月の営業利益についてお伺いいたします 

  前期（R7.４～６月）比較 （ ①良い ②やや良い ③不変 ④やや悪い ⑤悪い ） 

  次期（R7.10～12 月）見通 （ ①良い ②やや良い ③不変 ④やや悪い ⑤悪い ） 

Ｃ 令和 7 年７～９月の資金繰りについてお伺いいたします 

  前期（R7.４～６月）比較 （ ①好転 ②やや好転 ③不変 ④やや悪化 ⑤悪化 ） 

  次期（R7.10～12 月）見通 （ ①好転 ②やや好転 ③不変 ④やや悪化 ⑤悪化 ） 

Ｄ 当面の経営上の問題点について（最も問題となっている３つに○を付けて下さい） 

①仕入れ・材料価格の上昇 ②原材料確保難 ③管理経費(燃油代等)の増加 ④人件費増加  

⑤従業員の確保難  ⑥商品在庫の過剰   ⑦顧客ニーズの変化   ⑧利益率の低下 

⑨金利負担の上昇  ⑩事業資金の借入難  ⑪製品単価の低下    ⑫需要・受注の減少   

⑬取引条件悪化   ⑭ＨＰ・ネット運営  ⑮設備の不足・老朽化  ⑯代金回収の悪化 

⑰新規参入事業者の増加 ⑱消費税（インボイス制度等）対応 ⑲大手の進出による競争激化 

Ｅ 神奈川県の最低賃金が本年 10 月 4 日から 1,225 円に引き上げられることについて。 

(1)貴社(店)の対応（いずれかに○） 

①最低賃金を下回る従業員（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ含む）がいるため、賃金を引き上げる予定。 

②最低賃金を下回る従業員（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ含む）がいないが、賃金を引き上げる予定。 

③最低賃金を下回る従業員（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ含む）がいないため、賃金を引き上げない予定。 

(2)負担感（いずれかに○） 

①大いに負担になっている  ②多少は負担になっている  ③負担になっていない 

F 自由記入（特に最低賃金に関するご意見をお聞かせください） 

                                       

                                                                                   

■調査結果は三浦商工会議所会報・ホームページ等で公開いたします。ご回答いただいた 

 情報は、データ分析・集計の目的のみに使用いたします。 

【送信先】ＦＡＸ 046-881-3346  【HP】 www.miura-cci.com 

貴社(店)名                               



三浦市経済対策利子
補給金交付事業のご案内
事業資金の融資を受けられた市内の中小企業
者の皆様を対象に、金融機関に支払われた利
子の一部を補給します。

【本事業の対象となる融資】
令和７年１０月１日から同年１２月３１日までに
次の金融機関で受けられた事業資金の融資
※事業内容の説明は、裏面をご覧ください。

【金融機関・電話番号】
➢ 横浜銀行 三崎支店 ：046-881-2181
➢ スルガ銀行 三浦海岸支店 ：046-888-4111
➢ かながわ信用金庫 三崎支店 ：046-882-2222
➢ かながわ信用金庫 岬陽支店 ：046-881-7777
➢ かながわ信用金庫 三浦海岸支店 ：046-889-1515
➢ 湘南信用金庫 三浦海岸支店 三崎支店：046-889-1234
➢ 三浦市農業協同組合 本店 ：046-888-3145
➢ 日本政策金融公庫 横浜支店 ：045-201-9913

お問合せ先

・利子補給に関すること･･･三浦市観光商工課
TEL:046-882-1111 内線77440

・融資に関すること･･･上記金融機関の融資担当

書類提出先

持参の場合･･･三浦市三崎5-245-7 魚市場4階 観光商工課
郵送の場合･･･〒238-0298 三浦市城山町1ー1

三浦市観光商工課宛



・三浦市内で原則として１年以上引き続き事業を営んでいる（個人の
方は１年以上引き続き市内に居住している）中小企業者

・市税等に滞納がない中小企業者

対象となる方

対象となる融資

令和７年１０月１日から同年１２月３１日までに指定の金融機関で
受けられた事業資金の融資

※借換融資は対象外です。

利子補給期間

借入日から最長６か月

利子補給金交付額

借入金額のうち、１中小企業者あたり合計1,000万円を限度として、
当該借入金額に係る補給期間の貸付利子（年率１％以内、上限５万円
まで）

申請手続

交付申請書に金融機関が発行する償還予定表及び利息計算書を添付
して、令和８年１月１5日（木）までに提出ください。

神奈川県中小企業制度融資のうち、事業振興融資、小規模ク
イック融資、小口零細企業保証資金、創業支援融資、事業承継
関連融資を受け、神奈川県信用保証協会に保証料を支払った方
は、以下の補助事業も利用できます。

三浦市中小企業信用保証料補助金交付事業

払込保証料の２分の１、限度額５万円

各金融機関（表面参照）にて、融資手続と併せて申請ください。申請期間は保
証料の払込日から４か月（創業支援融資は10か月）以内です。

※詳しくは、表面お問合せ先まで連絡ください。

申請手続

補助率

持参の場合：三浦市三崎５－２４５－７魚市場４階 観光商工課

郵送の場合：〒238-0298 三浦市城山町１ー１ 三浦市観光商工課宛

合わせてご利用いただける補助があります

交付申請書のダウン
ロードはこちら

制度詳細はこちら
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